
改善箇所説明図 

キャノピーを外す場合 
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灯火器追加の場合 

  《対策前》                   《対策後》 

 

 

注：   は、取外し部品を示す。    

   は、変更又は追加部品を示す。 

 

 

オプション設定であるキャノピー又は ROPS※が装着された小型特殊自動車において、法規確認が不

十分なため、車両の高さが 2.0m を超えているにもかかわらず車幅灯及び後退灯が備えられていない

ため、保安基準に適合しない。 

※ROPS：車両が転落・転倒した時に運転者を保護することを目的として車両に装着される構造物。 

 

 

改善措置の内容： 

キャノピーや ROPSを取付けして販売した車両から、当該部品を取外す。 

または、保安基準適合に必要な灯火器を取付ける。 

 

識別： 

 改善実施済車には、車両型式銘板付近に№５３７２のステッカーを貼付する。 
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